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自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ 

 

 

当社は、2025 年２月３日開催の取締役会において、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含

みます。以下「会社法」といいます。）第 459 条第１項の規定による当社定款の規定に基づき、自己株式の

取得及びその具体的な取得方法として、自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行

うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．買付け等の目的 

当社は、2023年６月12日に策定した「中長期の経営の方向性～ありたい姿とロードマップ2028～」

（以下「中期経営方針」といいます。）において、成長と適切な資本政策等を通じて、ＰＢＲ１倍超の

早期実現に向けて自己資本利益率（以下「ＲＯＥ」といいます。）８％以上を目指すことを掲げており

ます。ＲＯＥ８％以上の達成に向けて、成長投資余力、財務の健全性を毀損しない範囲で株主還元を

強化することを資本政策の基本方針としており、自己資本配当率（ＤＯＥ）4.0％以上の高水準且つ安

定的な配当の実施、適正な株価水準、１株当たりの当期純利益（以下「ＥＰＳ」といいます。）成長・

ＲＯＥ8.0％の実現に向けた自己株式取得の強化等に取り組んでおります。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を原則としており、会社法第 459 条第１項

各号の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めて

おります。これは、剰余金の配当及び自己株式の取得等を取締役会の権限とすることにより、株主の

皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。上記基本方針に基づき、2024 年

３月期の配当は、中間配当（１株当たり43円）と期末配当（１株当たり57円）を合わせて、１株当た

り100円の配当を実施しており、配当性向（連結）は119.4％となりました。また、当社は、中期経営

方針を策定以降、株主の皆様への利益還元の充実を図るため、2023年６月12日開催の取締役会決議に

基づき、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の自己株式立会外買付取引

（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）及び市場買付けを利用した買付けによる自己株式の取得（取得した株式の総

数：14,149,100 株（取得当時の所有割合：7.55％（注１））、取得価額の総額：29,999,684,739 円）を

実施しております。 

（注１）「取得当時の所有割合」とは、当社が 2023 年６月 29 日に提出した第 102 期有価証券報

告書に記載された2023年３月31日現在の発行済株式総数（207,679,783株）から、第

102 期有価証券報告書に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数

（20,323,721 株）を控除した株式数（187,356,062 株）に対する割合（小数点以下第

三位を四捨五入。）をいいます。 

2024 年５月 21 日、当社は、三井住友海上火災保険株式会社（以下「三井住友海上」といいます。）

より、三井住友海上が所有する当社普通株式 1,724,377 株（所有割合（注２）：0.99％）の全部につい

て、政策保有株式縮減の観点から、2030 年３月末までに段階的に、売却先（当社を含む。）及び売却方
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法を指定することなく、売却したい意向がある旨の連絡を受けました。 

（注２）「所有割合」とは、当社が 2024 年 11 月 12 日に提出した第 104 期半期報告書に記載さ

 れた 2024 年９月 30 日現在の発行済株式総数（187,679,783 株）から、第 104 期半

 期報告書に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数（14,267,954 株）を控

 除した株式数（173,411,829 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入。）を

 いいます。 

2024年６月20日、当社は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（以下「あいおいニッセイ同和

損保」といいます。）より、あいおいニッセイ同和損保が所有する当社普通株式 5,347,024 株（所有割

合：3.08％）の全部について、政策保有株式縮減の観点から、2030 年３月末までに段階的に、売却先

（当社を含む。）及び売却方法を指定することなく、売却したい意向がある旨の連絡を受けました。 

2024 年７月１日、当社は、トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」といいます。）より、トヨ

タ自動車が所有する当社普通株式 2,210,716 株（所有割合：1.27％）の全部について、政策保有株式

縮減の観点から、2025 年３月までに、売却先（当社を含む。）及び売却方法を指定することなく、売却

したい意向がある旨の連絡を受けました。 

2024 年８月６日、当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行（以下「三菱ＵＦＪ銀行」といいます。）より、

三菱ＵＦＪ銀行が所有する当社普通株式 550,047 株（所有割合：0.32％）及び三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社（以下「三菱ＵＦＪ信託」といいます。）が所有する当社普通株式 1,032,020 株（所有割合：

0.60％）の全部について、政策保有株式縮減の観点から、2025年３月までに、売却先（当社を含む。）

及び売却方法を指定することなく、売却したい意向がある旨の連絡を受けました。 

2024 年８月 27 日、当社は、損害保険ジャパン株式会社（以下「損保ジャパン」といいます。）より、

損保ジャパンが所有する当社普通株式 1,024,740 株（所有割合：0.59％）の全部について、政策保有

株式縮減の観点から、2031 年３月末までに段階的に、売却先（当社を含む。）及び売却方法を指定する

ことなく、売却したい意向がある旨の連絡を受けました。 

また、同日、当社は、東京海上日動火災保険株式会社（以下「東京海上」といいます。）より東京海

上が所有する当社普通株式 3,035,638 株（所有割合：1.75％）の全部について、政策保有株式縮減の

観点から、2030 年３月末までに段階的に、売却先（当社を含む。）及び売却方法を指定することなく、

売却したい意向がある旨の連絡を受けました。 

2024 年 10 月 23 日、当社は、日野自動車株式会社とその連結子会社である株式会社トランテックス

（以下「日野自動車グループ」といい、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、トヨタ自動車、

三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託、損保ジャパン、東京海上及び日野自動車グループを総称して「応

募予定株主」といいます。）より、日野自動車グループが所有する当社普通株式 4,562,584 株（所有割

合：2.63％）の全部について、政策保有株式縮減の観点から、2025 年３月末までに、売却先（当社を

含む。）及び売却方法を指定することなく、売却したい意向がある旨の連絡を受けました。 

上記の応募予定株主が所有する当社普通株式の全部を売却したいとの応募予定株主の意向を受け、

当社は様々な選択肢を検討しておりましたが、大株主が所有する当社普通株式の一部を自己株式とし

て当社が取得することであれば、当社普通株式の流動性を損ねることなく比較的短期間に相当規模の

自己株式の取得が可能であるとの判断に至り、2024 年 11 月 15 日、応募予定株主が所有する当社普通

株式の一部又は全部を取得することを前提とした自己株式の取得について検討を開始いたしました。 

かかる検討を踏まえ、当社が当該株式を自己株式として取得することは、当社のＥＰＳやＲＯＥ等

の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がるとの結論に至りました。自己株式

の具体的な取得方法に関しては、一定数の自己株式を取得することについて、株主間の平等性、取引

の透明性及び市場における取引状況も踏まえ、当社の資本政策面の観点から十分に検討を重ねました。

その結果、2024 年 11 月 28 日に、公開買付けであれば、応募予定株主以外の株主にも一定の検討期間

を提供した上で市場価格の動向を踏まえて自己株式取得に応じるか否かを判断する機会を付与できる

ことなど、株主間の平等性の観点から問題がない点、法令等に従った公開買付けの手続きに従って買

い付けることで、取引の透明性も担保できる点、市場買付けや立会外取引を利用した自己株式の取得
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では、株主間の平等性は確保できるものの、制度上、買付価格は市場株価とする必要があり、市場価

格から一定のディスカウントを行った価格での買付けを実現することはできず、公開買付けより優位

な選択肢とはならない点から、公開買付けの方法により当社自己株式を取得することが適切であると

の考えに至りました。また、本公開買付けにおける１株当たりの買付け等の価格（以下｢本公開買

付価格｣といいます。）の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視する観点から、当社普

通株式の市場価格を基礎とすること、本公開買付けに応募せず当社普通株式を所有し続ける株主

の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定の

ディスカウントを行った価格により自己株式を取得することが望ましいと考え、2024 年 12 月 20

日、本公開買付け実施に係る取締役会決議日の前営業日である 2025 年１月 31 日の東京証券取引

所プライム市場における当社普通株式の終値もしくは同日までの過去１ヶ月間の当社普通株式の

終値の単純平均値の低い方の価格に対して 10％のディスカウントを行った価格で当社が公開買付

けを実施した場合の応募について、応募予定株主に対して打診を行いました。なお、ディスカウ

ント率については、2022 年 12 月１日から 2024 年 11 月 30 日までに決済が完了した自己株式の公

開買付けの事例（以下「参考事例」といいます。）53 件のうち、ディスカウント率を用いて実施

された事例 48 件（ディスカウント率５％（小数点以下第一位を四捨五入。以下ディスカウント率

の計算において同じとします。）未満が０件、ディスカウント率５％以上 10％未満が２件、ディ

スカウント率 10％が 37 件、ディスカウント率 10％超が９件ありました。）において、ディスカウ

ント率 10％が最多であったことを参考に、10％が一般的かつ合理的な水準と考え、決定いたしま

した。そして、2025 年１月６日にトヨタ自動車より、2025 年１月８日に日野自動車グループより、

2025 年１月９日に三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託、

損保ジャパン及び東京海上より、各応募予定株主が所有する当社普通株式の全てを本公開買付け

に応募する意向である旨をそれぞれ受領しました。応募予定株主から回答を得た、当社が本公開

買付けを実施した場合に応募を予定する当社普通株式(以下「応募予定株式」といいます。)数は、

三井住友海上が所有する当社普通株式の全てである 1,724,377 株（所有割合：0.99％）、あいおいニッ

セイ同和損保が所有する当社普通株式の全てである 5,347,024 株（所有割合：3.08％）、トヨタ自動車

が所有する当社普通株式の全てである2,210,716株（所有割合：1.27％）、三菱ＵＦＪ銀行が所有する

当社普通株式の全てである550,047 株（所有割合：0.32％）、三菱ＵＦＪ信託が所有する当社普通株式

の全てである1,032,020 株（所有割合：0.60％）、損保ジャパンが所有する当社普通株式の全てである

1,024,740 株（所有割合：0.59％）、東京海上が所有する当社普通株式の全てである 3,035,638 株（所

有割合：1.75％）、日野自動車グループが所有する当社普通株式の全てである 4,562,584 株（所有割

合：2.63％）であり、合計で 19,487,146 株(所有割合:11.24％)となります。また、当社は、2024 年

12月27日付けで応募予定株主に対して、応募契約締結の意向の確認を行い、2025年１月８日に日野自

動車グループより、2025 年１月９日に三井住友海上及び損保ジャパンより応募契約締結の意向が示さ

れました。そして、2025 年２月３日付けで、三井住友海上と、三井住友海上が所有する当社普通株式

の全てである 1,724,377 株（所有割合：0.99％）を、損保ジャパンと、損保ジャパンが所有する当社

普通株式の全てである 1,024,740 株（所有割合：0.59％）を、日野自動車グループと、日野自動車グ

ループが所有する当社普通株式の全てである 4,562,584 株（所有割合：2.63％）を本公開買付けに応

募する旨の公開買付応募契約書(以下「本応募契約」といいます。)を締結しております。日野自動車

グループとの間で締結した本応募契約においては、①日野自動車グループによる本公開買付けへの応

募又は本公開買付けの実施を制限又は禁止する司法・行政機関その他の権限ある機関による命令、処

分若しくは判決が存在しないこと、②日野自動車グループが知っている事実であり、かつ、当社の業

務等に関する重要事実（金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下

「法」といいます。）第 166 条第２項に定める重要事実をいいます。）であって法第 166 条第４項に規

定する措置による公表がされていないもの、及び、当社に関する公開買付け等事実（法第 167 条第２

項に定める公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実をいいます。）で

あって法第 167 条第４項に規定する措置による公表がされていないものは、いずれも存在しないこと
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が、日野自動車グループによる本公開買付けに対する応募の前提条件とされております。なお、三井

住友海上との間で締結した本応募契約及び損保ジャパンとの間で締結した本応募契約において、三井

住友海上、損保ジャパンによる本公開買付けに対する応募の前提条件は存在しません。また、応募契

約を締結しない応募予定株主より、本公開買付けに対する応募の前提条件に関する意向は受けており

ません。なお、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買

付予定数を上回った場合には、法第 27 条の 22 の２第２項において準用する法第 27 条の 13 第５

項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成６年大蔵省令第 95号。

その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第 21 条に規定するあん分比例の方式によ

る買付け等となり、応募予定株式の一部は買付けられないことになりますが、このように本公開

買付けに応募したものの当社が取得することができずに本公開買付け後に残存する当社普通株式

については、トヨタ自動車を除く応募予定株主からは市場売却の手法にて売却する予定である旨

の回答を得ており、トヨタ自動車からは売却する方針ではあるものの、その手法については未定

である旨の回答を得ております。 

以上を踏まえ、当社は、2025 年２月３日開催の取締役会において、当社取締役会決議日の前営

業日である2025年１月 31日の当社普通株式の終値が2,346円、2025年１月 31日までの１ヶ月間

の当社普通株式の終値の単純平均値が 2,323 円(円未満を四捨五入。以下終値の単純平均値の計算

において同じとします。)であったことから、より低い価格が 2025 年１月 31 日までの１ヶ月間の

当社普通株式の終値の単純平均値 2,323 円であることを確認した上で、会社法第 459 条第１項第

１号及び当社定款の規定に基づき、審議及び決議に参加した当社取締役（山田メユミ氏を除く９

名）の全員一致で、自己株式の取得を行うこと、その具体的な取得方法として本公開買付けを行

うこと、及び本公開買付価格を本公開買付け実施に係る取締役会決議日の前営業日である 2025 年

１月31日までの１ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値2,323円に対して10％のディスカウ

ントを行った価格である 2,091 円(円未満を四捨五入。以下本公開買付価格の計算において同じと

します。)とすることを決議いたしました。また、本公開買付けにおける買付予定数については、

応募予定株主以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から、応募予定株式数であ

る 19,487,146 株(所有割合：11.24％)に一定のバッファを上乗せした 20,000,000 株(所有割合：

11.53％)とすることを決議いたしました。 

なお、当社の取締役である山田メユミ氏は、損保ジャパンの完全親会社であるＳＯＭＰＯホー

ルディングス株式会社の社外取締役を兼務しており、本公開買付けの検討・決定に際しての当社

の意思決定過程における恣意性を排除するため、2025 年２月３日開催の取締役会において、本公

開買付けに関する議案の審議及び決議には一切参加しておらず、かつ、当社の立場において損保

ジャパンとの協議・交渉にも一切参加しておりません。 

本公開買付けに要する資金については、三菱ＵＦＪ銀行からの最大 500 億円の借入れにより調

達した資金を充当する予定です。三菱ＵＦＪ銀行からの借入金については、当社連結ベースの

2024年９月30日時点の現金及び預金の残高は約117,349百万円であること、さらに事業から生み

出されるキャッシュ・フローの積み上げにより、当社の財務状況や配当方針に影響を与えること

なく返済が可能と考えており、当社の今後の事業運営や財務の健全性及び安定性を維持できるも

のと考えております。また、当社は、会社法第 441 条に基づき、2024 年 12 月 31 日を臨時決算日

とする臨時計算書類を作成し、2025 年２月３日開催の取締役会において、当該臨時計算書類を承

認しており、当該臨時決算日までの損益及び子会社からの配当金額が分配可能額に含まれており

ます。 

また、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。 

 

２．自己株式の取得に関する取締役会決議内容 

（１）決議内容 
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株券等の種類 総 数 取得価額の総額 

普通株式 20,000,100 株 41,820,209,100円 

（注１）取得する株式の総数の発行済株式の総数に占める割合は、10.66％（小数点以下第三位を四捨五入）

です。なお、取得する株式の総数の所有割合は11.53％です。 

（注２）取得する株式の総数は、2025年２月３日開催の取締役会において決議された取得する株式の総数

の上限株数です。 

（注３）取得価額の総額は、2025年２月３日開催の取締役会において決議された株式の取得価額の総額の

上限金額です。 

（注４）取得することができる期間は、2025年２月４日から2025年４月30日までです。 

（注５）買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能

性があるため、上記の取締役会決議における総数は買付予定数に１単元（100株）を加算しており

ます。 

 

（２）当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等 

   該当事項はありません。 

 

３．買付け等の概要 

（１）日程等 

① 取 締 役 会 決 議 日 2025年２月３日（月曜日） 

② 公開買付開始公告日 

2025年２月４日（火曜日） 

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

電子公告アドレス 

（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/） 

③ 公開買付届出書提出日 2025年２月４日（火曜日） 

④ 買 付 け 等 の 期 間 
2025年２月４日（火曜日）から 

2025年３月５日（水曜日）まで（20営業日） 

 

（２）買付け等の価格 

普通株式１株につき、2,091円 

 

（３）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

当社は、本公開買付価格の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視する観点か

ら、当社普通株式の市場価格を基礎とすること、本公開買付けに応募せず当社普通株式を

所有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑える

べく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により自己株式を取得することが望

ましいと考え、2024 年 12 月 20 日、本公開買付け実施に係る取締役会決議日の前営業日で

ある 2025 年１月 31 日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値もしく

は同日までの過去１ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値の低い方の価格に対して

10％のディスカウントを行った価格で当社が公開買付けを実施した場合の応募について、

応募予定株主に対して打診を行いました。なお、ディスカウント率については、参考事例

53件のうち、ディスカウント率を用いて実施された事例 48件（ディスカウント率５％未満

が０件、ディスカウント率５％以上10％未満が２件、ディスカウント率10％が37件、ディ

スカウント率 10％超が９件ありました。）において、ディスカウント率 10％が最多であっ

たことを参考に、10％が一般的かつ合理的な水準と考え、決定いたしました。そして、

2025年１月６日にトヨタ自動車より、2025年１月８日に日野自動車グループより、2025年
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１月９日に三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託、

損保ジャパン及び東京海上より、各応募予定株主が所有する当社普通株式の全てを本公開

買付けに応募する意向である旨をそれぞれ受領しました。応募予定株主から回答を得た、

応募予定株式数は、三井住友海上が所有する当社普通株式の全てである 1,724,377 株（所有割

合：0.99％）、あいおいニッセイ同和損保が所有する当社普通株式の全てである 5,347,024 株

（所有割合：3.08％）、トヨタ自動車が所有する当社普通株式の全てである 2,210,716 株（所有

割合：1.27％）、三菱ＵＦＪ銀行が所有する当社普通株式の全てである 550,047 株（所有割合：

0.32％）、三菱ＵＦＪ信託が所有する当社普通株式の全てである 1,032,020 株（所有割合：

0.60％）、損保ジャパンが所有する当社普通株式の全てである 1,024,740 株（所有割合：

0.59％）、東京海上が所有する当社普通株式の全てである 3,035,638 株（所有割合：1.75％）、

日野自動車グループが所有する当社普通株式の全てである 4,562,584 株（所有割合：2.63％）

であり、合計で19,487,146 株(所有割合:11.24％)となります。また、当社は、2024年12月27

日付けで応募予定株主に対して、応募契約締結の意向の確認を行い、2025 年１月８日に日野自

動車グループより、2025 年１月９日に三井住友海上及び損保ジャパンより応募契約締結の意向

が示されました。そして、三井住友海上、損保ジャパン、日野自動車グループとの間で、2025

年２月３日付けで、本応募契約を締結しております。日野自動車グループとの間で締結した本

応募契約においては、①日野自動車グループによる本公開買付けへの応募又は本公開買付けの

実施を制限又は禁止する司法・行政機関その他の権限ある機関による命令、処分若しくは判決

が存在しないこと、②日野自動車グループが知っている事実であり、かつ、当社の業務等に関

する重要事実（法第 166 条第２項に定める重要事実をいいます。）であって法第 166 条第４項に

規定する措置による公表がされていないもの、及び、当社に関する公開買付け等事実（法第 167

条第２項に定める公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実をい

います。）であって法第 167 条第４項に規定する措置による公表がされていないものは、いずれ

も存在しないことが、日野自動車グループによる本公開買付けに対する応募の前提条件とされ

ております。なお、三井住友海上との間で締結した本応募契約及び損保ジャパンとの間で締結

した本応募契約において、三井住友海上、損保ジャパンによる本公開買付けに対する応募の前

提条件は存在しません。また、応募契約を締結しない応募予定株主より、本公開買付けに対す

る応募の前提条件に関する意向は受けておりません。なお、応募株券等の総数が買付予定数

を上回った場合には、法第 27 条の 22 の２第２項において準用する法第 27 条の 13 第５項

及び府令第 21 条に規定するあん分比例の方式による買付け等となり、応募予定株式の一部

は買付けられないことになりますが、このように本公開買付けに応募したものの当社が取

得することができずに本公開買付け後に残存する当社普通株式については、トヨタ自動車

を除く応募予定株主からは市場売却の手法にて売却する予定である旨の回答を得ており、

トヨタ自動車からは売却する方針ではあるものの、その手法については未定である旨の回

答を得ております。 

以上を踏まえ、当社は、2025 年２月３日開催の取締役会において、当社取締役会決議日

の前営業日である 2025 年１月 31日の当社普通株式の終値が 2,346 円、2025 年１月 31日ま

での１ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値が 2,323 円であったことから、より低い

価格が 2025 年１月 31 日までの１ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値 2,323 円であ

ることを確認した上で、会社法第 459 条第１項第１号及び当社定款の規定に基づき、審議

及び決議に参加した当社取締役（山田メユミ氏を除く９名）の全員一致で、自己株式の取

得を行うこと、その具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、及び本公開買付価

格を本公開買付け実施に係る取締役会決議日の前営業日である2025年１月31日までの１ヶ

月間の当社普通株式の終値の単純平均値 2,323 円に対して 10％のディスカウントを行った

価格である 2,091 円とすることを決議いたしました。また、本公開買付けにおける買付予

定数については、応募予定株主以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点か
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ら、応募予定株式数である 19,487,146 株(所有割合：11.24％)に一定のバッファを上乗せ

した 20,000,000 株(所有割合：11.53％)とすることを決議いたしました。 

なお、本公開買付価格である 2,091 円は、本公開買付け実施に係る取締役会決議日の前

営業日である 2025 年１月 31 日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終

値 2,346円から 10.87％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、ディスカウントの計算にお

いて同じとします。）、同日までの過去１ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値 2,323

円から 9.99％、同日までの過去３ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値 2,395 円から

12.69％を、それぞれディスカウントした金額になります。 

② 算定の経緯 

当社は、本公開買付価格の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視する観点か

ら、当社普通株式の市場価格を基礎とすること、本公開買付けに応募せず当社普通株式を

所有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑える

べく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により自己株式を取得することが望

ましいと考え、2024 年 12 月 20 日、本公開買付け実施に係る取締役会決議日の前営業日で

ある 2025 年１月 31 日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値もしく

は同日までの過去１ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値の低い方の価格に対して

10％のディスカウントを行った価格で当社が公開買付けを実施した場合の応募について、

応募予定株主に対して打診を行いました。なお、ディスカウント率については、参考事例

53件のうち、ディスカウント率を用いて実施された事例 48件（ディスカウント率５％未満

が０件、ディスカウント率５％以上10％未満が２件、ディスカウント率10％が37件、ディ

スカウント率 10％超が９件ありました。）において、ディスカウント率 10％が最多であっ

たことを参考に、10％が一般的かつ合理的な水準と考え、決定いたしました。そして、

2025年１月６日にトヨタ自動車より、2025年１月８日に日野自動車グループより、2025年

１月９日に三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託、

損保ジャパン及び東京海上より、各応募予定株主が所有する当社普通株式の全てを本公開

買付けに応募する意向である旨をそれぞれ受領しました。応募予定株主から回答を得た、

応募予定株式数は、三井住友海上が所有する当社普通株式の全てである 1,724,377 株（所有割

合：0.99％）、あいおいニッセイ同和損保が所有する当社普通株式の全てである 5,347,024 株

（所有割合：3.08％）、トヨタ自動車が所有する当社普通株式の全てである 2,210,716 株（所有

割合：1.27％）、三菱ＵＦＪ銀行が所有する当社普通株式の全てである 550,047 株（所有割合：

0.32％）、三菱ＵＦＪ信託が所有する当社普通株式の全てである 1,032,020 株（所有割合：

0.60％）、損保ジャパンが所有する当社普通株式の全てである 1,024,740 株（所有割合：

0.59％）、東京海上が所有する当社普通株式の全てである 3,035,638 株（所有割合：1.75％）、

日野自動車グループが所有する当社普通株式の全てである 4,562,584 株（所有割合：2.63％）

であり、合計で19,487,146 株(所有割合:11.24％)となります。また、当社は、2024年12月27

日付けで応募予定株主に対して、応募契約締結の意向の確認を行い、2025 年１月８日に日野自

動車グループより、2025 年１月９日に三井住友海上及び損保ジャパンより応募契約締結の意向

が示されました。そして、三井住友海上、損保ジャパン、日野自動車グループとの間で、2025

年２月３日付けで、本応募契約を締結しております。日野自動車グループとの間で締結した本

応募契約においては、①日野自動車グループによる本公開買付けへの応募又は本公開買付けの

実施を制限又は禁止する司法・行政機関その他の権限ある機関による命令、処分若しくは判決

が存在しないこと、②日野自動車グループが知っている事実であり、かつ、当社の業務等に関

する重要事実（法第 166 条第２項に定める重要事実をいいます。）であって法第 166 条第４項に

規定する措置による公表がされていないもの、及び、当社に関する公開買付け等事実（法第 167

条第２項に定める公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実をい

います。）であって法第 167 条第４項に規定する措置による公表がされていないものは、いずれ
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も存在しないことが、日野自動車グループによる本公開買付けに対する応募の前提条件とされ

ております。なお、三井住友海上との間で締結した本応募契約及び損保ジャパンとの間で締結

した本応募契約において、三井住友海上、損保ジャパンによる本公開買付けに対する応募の前

提条件は存在しません。また、応募契約を締結しない応募予定株主より、本公開買付けに対す

る応募の前提条件に関する意向は受けておりません。なお、応募株券等の総数が買付予定数

を上回った場合には、法第 27 条の 22 の２第２項において準用する法第 27 条の 13 第５項

及び府令第 21 条に規定するあん分比例の方式による買付け等となり、応募予定株式の一部

は買付けられないことになりますが、このように本公開買付けに応募したものの当社が取

得することができずに本公開買付け後に残存する当社普通株式については、トヨタ自動車

を除く応募予定株主からは市場売却の手法にて売却する予定である旨の回答を得ており、

トヨタ自動車からは売却する方針ではあるものの、その手法については未定である旨の回

答を得ております。 

以上を踏まえ、当社は、2025 年２月３日開催の取締役会において、当社取締役会決議日

の前営業日である 2025 年１月 31日の当社普通株式の終値が 2,346 円、2025 年１月 31日ま

での１ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値が 2,323 円であったことから、より低い

価格が 2025 年１月 31 日までの１ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値 2,323 円であ

ることを確認した上で、会社法第 459 条第１項第１号及び当社定款の規定に基づき、審議

及び決議に参加した当社取締役（山田メユミ氏を除く９名）の全員一致で、自己株式の取

得を行うこと、その具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、及び本公開買付価

格を本公開買付け実施に係る取締役会決議日の前営業日である2025年１月31日までの１ヶ

月間の当社普通株式の終値の単純平均値 2,323 円に対して 10％のディスカウントを行った

価格である 2,091 円とすることを決議いたしました。また、本公開買付けにおける買付予

定数については、応募予定株主以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点か

ら、応募予定株式数である 19,487,146 株(所有割合：11.24％)に一定のバッファを上乗せ

した 20,000,000 株(所有割合：11.53％)とすることを決議いたしました。 

 

（４）買付予定の株券等の数 

株券等の種類 買付予定数 超過予定数 

普通株式 20,000,000 株 ―株 

（注１）応募株券等の総数が買付予定数（20,000,000 株）を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け

を行います。応募株券等の総数が買付予定数（20,000,000 株）を超える場合は、その超える部分

の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の２第２項において準用する法第27

条の13第５項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡し

その他の決済を行います。 

（注２）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による

単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続きに従い買付け等の期間（以下

「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。 

 

 

（５）買付け等に要する資金 

41,872,519,000円 

（注） 買付予定数（20,000,000 株）を全て買付けた場合の買付代金に、買付手数料及びその他

費用（本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費

用）の見積額を合計したものです。 
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（６）決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目13番１号 

 

② 決済の開始日 

2025年３月 28日（金曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに係る株券等の

買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)

（外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等（法人株主等を

含みます。以下「外国人株主等」といいます。）の場合は常任代理人）の住所宛に郵送します。 

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額

（注）を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく

受け取ることができます（送金手数料がかかる場合があります。）。 

（注）公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について 

※税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただ

きますようお願い申し上げます。 

 

(i).個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。 

(イ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合 

本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交

付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき（１株当たりの買付価格が

当社の１株当たりの資本金等の額を上回る場合）は、当該超過部分の金額については、

配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額か

ら、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。

なお、配当とみなされる金額がない場合（１株当たりの買付価格が当社の１株当たりの

資本金等の額以下の場合）には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。 

配当とみなされる金額については、20.315％（所得税及び「東日本大震災からの復興

のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成 23 年法律

第 117 号。その後の改正を含みます。）に基づく復興特別所得税（以下「復興特別所得税」

といいます。）15.315％、住民税５％）の額が源泉徴収されます（国内に恒久的施設を有

する非居住者にあっては、住民税５％は特別徴収されません。）。ただし、租税特別措置

法施行令（昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。）第４条の６の２第38項

に規定する大口株主等（以下「大口株主等」といいます。）に該当する場合には、

20.42％（所得税及び復興特別所得税のみ）の額が源泉徴収されます。また、配当とみな

される金額の支払いを受ける応募株主等と、その応募株主等を判定の基礎となる株主と

した場合に法人税法上の同族会社に該当する法人の保有割合とを合算し、その発行済株

式等の総数に占める割合が 100 分の３以上となるときは、かかる配当とみなされる金額

は、総合課税の対象となります。 

譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分

離課税の適用対象となります。 

なお、租税特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。）第37条

の 14（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）に規定する非課税口

座（以下「非課税口座」といいます。）の株式等について本公開買付けに応募する場合、

当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が野村證券株式会社であるときは、
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本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当

該非課税口座が野村證券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場

合には、上記の取扱いと異なる場合があります。 

(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合 

配当とみなされる金額について、15.315％（所得税及び復興特別所得税のみ）の額が

源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42％（所得税及び復興特

別所得税のみ）の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、

原則として、課税されません。 

 

(ⅱ).法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のう

ちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金

額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として 15.315％

（所得税及び復興特別所得税のみ）の額が源泉徴収されます。 

なお、その配当等の支払に係る基準日において、当社の発行済株式等の総数の３分の１超を

直接に保有する応募株主等（国内に本店又は主たる事務所を有する法人（内国法人）に限り

ます。）が、当社から支払いを受ける配当とみなされる金額については、所得税及び復興特別

所得税が課されないものとされ、源泉徴収は行われないこととなります。 

なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所

得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、応募の際に、公開買付応募申込書と共

に租税条約に関する届出書を公開買付代理人にご提出ください。 

 

（７）その他 

① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではな

く、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、

ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用し

て行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。

上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募するこ

とはできません。 

また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国

内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行

うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしませ

ん。 

本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）は公開買付代理人

に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の

時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公

開買付けに関するいかなる情報（その写しを含みます。）も、直接間接を問わず、米国内において

もしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け

もしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際

通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インター

ネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を使用していない

こと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと（当該他

の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。 

② 当社は、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、三井住友海上が所有する当社普通株式

の全てである 1,724,377 株（所有割合：0.99％）、あいおいニッセイ同和損保が所有する当社普通

株式の全てである 5,347,024 株（所有割合：3.08％）、トヨタ自動車が所有する当社普通株式の全

てである 2,210,716 株（所有割合：1.27％）、三菱ＵＦＪ銀行が所有する当社普通株式の全てであ
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る 550,047 株（所有割合：0.32％）、三菱ＵＦＪ信託が所有する当社普通株式の全てである

1,032,020株（所有割合：0.60％）、損保ジャパンが所有する当社普通株式の全てである1,024,740

株（所有割合：0.59％）、東京海上が所有する当社普通株式の全てである 3,035,638 株（所有割

合：1.75％）、日野自動車グループが所有する当社普通株式の全てである 4,562,584 株（所有割

合：2.63％）、合計で19,487,146株(所有割合:11.24％)について、本公開買付けに応募する旨の回

答を得ております。また、当社は、三井住友海上、損保ジャパン、日野自動車グループとの間で、

2025 年２月３日付けで、本応募契約を締結しております。日野自動車グループとの間で締結した

本応募契約においては、①日野自動車グループによる本公開買付けへの応募又は本公開買付けの

実施を制限又は禁止する司法・行政機関その他の権限ある機関による命令、処分若しくは判決が

存在しないこと、②日野自動車グループが知っている事実であり、かつ、当社の業務等に関する

重要事実（法第 166 条第２項に定める重要事実をいいます。）であって法第 166 条第４項に規定す

る措置による公表がされていないもの、及び、当社に関する公開買付け等事実（法第167条第２項

に定める公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実をいいます。）で

あって法第167条第４項に規定する措置による公表がされていないものは、いずれも存在しないこ

とが、日野自動車グループによる本公開買付けに対する応募の前提条件とされております。なお、

三井住友海上との間で締結した本応募契約及び損保ジャパンとの間で締結した本応募契約におい

て、三井住友海上、損保ジャパンによる本公開買付けに対する応募の前提条件は存在しません。

また、応募契約を締結しない応募予定株主より、本公開買付けに対する応募の前提条件に関する

意向は受けておりません。 

③ 当社は、2025 年２月３日付け「臨時決算に関するお知らせ」にて公表のとおり、2024 年４月１日

から 2024 年 12 月 31 日までの期間損益を当社の分配可能額に取り込み、財務戦略の柔軟性及び機

動性を確保するため、臨時決算を行っております。詳細については、当該公表の内容をご参照く

ださい。 

 

（ご参考）2024年９月30日現在の自己株式の所有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く） 173,411,829株 

自己株式数 14,267,954株 

 

以 上 

 


